
議案第４ ０倚

ひた ちな か市子育 て支援・ 多ｔ代交流施数数置八 び管を条例の 一部

を改 ｉＥ する 条例 制定につ いて

ひた ちな か市 子育 て支 援・ 多せ代交 流施数数置‾反び菅垣１条 例の 一部 を改 ｍす る条

例を 別紙 のと おり 制定 する。

令和 ４年　 ３Ｊ≡ｊ　 ２日　 を出

令和　 年　　 大丿　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷

－１

明



ひた ちな か市 条例 第　　号

ひた ちな か市 子育 て支 援・ 多ｔ代交 流施 数数置八 び管 Ｊ１ 条例 の一 部を

改‾をす る条例

ひた ちなか市子育て支援・ 多ｔｔｔ 代交流施数数置八び管 １１ 条例 （平成２ ９年条例第

２１ 号） の一部を次の よう に改 ‾ｉＥす る。

Ｓり 表第 １陶 ２１なま の項八び回表備考 ５を 削る。

別表 第２ 陶１なま の項 を削 る。

付　則

この 条例 は， 令和 ４年 ４Ｊ１　１　日か ら施行す る。
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参考資料

ひた ちなか市子育て回肢　・　 ｊ・ ｔＵ：社交流施鼈設置八び管肖１条例新 ｜日 対照表
旧 新 備考

Ｓ「」表第１ （第 ６条，第 １３ 条関係）

有料施設使ｍ料
ｌｊ表第 １（第６ 条， 第１ ３条関係）

有料施鼈使万丿料

使用時間

区分／
区分

午前 ９時から

午後零時まで

午後 １時から

午後 ３時まで

午後 ３時 ３０

分か ら午後５

時３ ０分まで

午後 ６時から

午後 ９時 ３０

分まで

使用 時間

区分／
区分

午前 ９時から

午後零時まで

午後 １時から

午後 ３時まで

午後 ３時 ３０

分か ら午 後５

時３ ０分 まで

午後 ６時から

午後 ９時 ３０

分まで

１０ １研修室 ＦＩ

８１０

ＰＩ

５４０

Ｐｊ

５４０

ＦＩＩ

９４０

１０ １Ｗ修室 Ｆｌｊ

８１０

ＦＩ‾χ

５４０

ＦＩ

５４０

ＦＩ］

９４０

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略
３０ ５講師控室 ３３０ ２２０ ２２０ ３８０ ３０ ５講師控室 ３３０ ２２０ ２２０ ３８０

陶まま ５７０ ５２０ ５２０ １， １５０

備考

１～ ４　略

５　 この表において「陶さ室」 とは，ひたちなか巾大字津Ｅ日 ２７ ３２ 番ｔ

備考

１～ ４　略

ＳＩ」表第２ （第 １３ 条関係）

有料施設使用料

に所在す るも のを いう。
～

ＳＩ」表第２ （第 １３ 条関係）

有料施鼈使ｍ料

使用 時間

区分／
回分

午前 ９時から

午後零時まで

午後 １時 から

午後 ３時まで

午後 ３時 ３０

分か ら午後５

時３ ０分まで

午後 ６時から

午後 ９時 ３０

分まで

使用時間

［ｇ二分／
回分

午前 ９時から

午後零時まで

午後 １時 から

午後 ３時まで

午後 ３時 ３０

分か ら午後５

時３ ０分まで

午後 ６時から

午後 ９時 ３０

分まで

１０ １研修室 Ｆ９

４００

ＦＩＩ

２７０

ＦＩ

２７０

ドｊ

４７０

１０ １研修ま ＰＩ

４００

ＰＩ

２７０

ＦＩ

２７０

トｌｊ

４７０

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略
３０ ５講師控室 １６０ １１０ １１０ １９０ ３０ ５講師控室 １６０ １１０ １１０ １９０

陶まま ２８０ ２６０ ２６０ ５７０

備考　Ｓ「」表第１ の備考と 回し。 備考　Ｓｌｊ表第１ の備考と 鶚じ。


